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謹賀新年
　元日の能登半島地震で、被災されたみなさまに心からお見舞いを
申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福を心より
お祈りいたします。
　また羽田空港での航空機事故と、痛ましいニュースが相次ぐ一年
の始まりとなりました。誰一人取り残されることなく人権が守られる
平和な社会を目指し、町田・生活者ネットワーク一同は取り組みを強めてまいります。
　今年一年、皆さまのご安全、ご健康とご活躍を心よりお祈りいたします。

「町田市子どもにやさしいまち条例」が
　　　　　制定されました。

公式 LINE 始めました！
活動報告やオンラインおしゃべ
り会「みどりとねっこ会議」の
情報をお届けします。
左の二次元コードを読み込んで、
友だち登録をお願いします。

〇この条例が絵に描いた餅ではなく、子どもたちのためのものであり、一人ひとりが
尊重されるべき存在であること。それが侵害されたときは、話を聞いてもらい、力になっ
てくれる大人がいて、安心して生きていくことを保障するまちであることを、子ども
自身が実感できるものでなければならない。
〇子どもの声を聞き、救済へ導くために、独自の調査や是正勧告などの権限を持ち、
制度改善にもつなげることができる第三者による権利擁護機関の設置が必要である。

　長年にわたり子どもの権利保障について
訴えてきた生活者ネットワークとして、
この条例がどのように活かされていくのか、
引き続き注視していきます。

　12月議会では、職員の人件費や生活保護事業などの
補正予算といくつかの条例、学童クラブや公園の指定
管理者指定などの審議がありました。そして、２年間
にわたって検討されてきた「町田市子どもにやさしい
まち条例」がついに制定されました。施行は５月５日、「子どもの日」です。
　笹倉みどりは所属する文教社会常任委員会で、この条例には子どもの権利侵害救済
の第三者機関設置に関して触れていないことと、子どもの意見を反映させるための体
制整備の必要性について質問し、次の意見を述べました。


